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は　じ　め　に

　児童問題（それは児童の生活＝生命活動にかかわって，

またその過程において生起する困難や障害である）の解

決ないし緩和を意図しての児童福祉Dであるが，その性

格や本質を全体的に把える作業は研究方法の多様さとも

絡んでなかなか進まない．それは児童という存在のもつ

性格の多様性にもよっている2）．本稿はいままでの作業

をふまえ3），子どもにかかわる医療をみるなかで児童福

祉とは何かという課題に接近しようとするものである．

　次のような事例から考えていくことにしたい4）．虐待

されている児童（5歳，男）をめぐって，「医療」と児

童福祉との関係におけるさまざまな問題が指摘されるよ

うに思われる．

　父母ともに29歳．長女は（脳出血Pにて）死亡．本児の下

に，2歳と1歳の何れも男児がある．父は常雇なるも出張な

どが多く留守がちである．

　本児の入院にさいし，看護婦たちは長女の入院死亡のと

きの母親の行動が気になって憶えており，「こんな弟がいた

の？」といっていた．

　本児は正常分娩，体重3kg。人工栄養，7ヵ月で離乳．4

ヵ月で首がすわり，約一年で歩きはじめた．　　　；　・t

　入院時の状況は次のようであった。本児の言葉は少なく，

特に母親のいる時はほとんど話さない．体には火傷の跡が目

立ち，顔面浮腫も見られ，「折濫」を受けていることが明ら

かである．

　母親の挙動には奇妙な面が見られ，医師に症状などを問う

こともなく，入院させるとすぐ帰宅してしまう．病院から電

話すると「明日，父親と一緒に行く」とのことであったが，

児童学科児童福祉研究室

翌日，母親は一人で来た。

　入院する一週間位前より，母親は本児の歩行が何となくお

かしいことや顔面浮腫に気がついた．熱があり，動作が鈍重

になり苦しそうにみえたので病院に連れてきたという。

　約一ヵ月間の入院中の状況，退院のいきさつは次のようで

ある．

　本児の爪を噛む癖やその他の行動に問題がみられるので精

神科の医師の診断をうける．そこで知的なおくれ，自発性の

欠如，対人緊張などが指摘され，家庭での養育状況を知るた

めに親に面接したい旨伝えられる．

　家庭における食事については偏食が指摘された．御飯（米）

と水気での食事，小さい肉切れを2時間ほど噛んでいて，粉

々にならないと食べないということである．

　住居は不良である．部屋は二つしかなく，一方に家具を置

き，他方で親子5人が寝起きしている．母親が外出しなくて

はならない時など本児をよく縛って行ったという（手に外傷

がみられる）．

　退院5日前より高熱を発し，「はしか」と診断された．毎

日のように失禁し，着替えを嫌がって火がついたように泣く．

トイレに行くのを怖がり看護婦にしがみついてしまう．たま

たまステロイド療法を実施中の患児が多く，医師が感染を恐

れたことや父親がこのような状態について通院での治療を希

望したところから退院ということになった．

　その3日後本児は母親により絞殺されてしまった．

　たしかにこのケースの結末はショッキングなものであ

り，取り上げるにあたっても大分躊躇せざるを得なかっ

た，しかし，このケースが抱えているような問題は現代

社会における核家族が多かれ少なかれ有しているもので

あり，けっして例外的なものではないと思われるのであ

る．いくつかの点についてさしあたり指摘しておこう．

　子殺しという最悪の結果を招いてしまったことは何ん
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とも仕様がない．ただ，その事から逆に類推していって

の批判は生産的でない．このような結果をもたらした過

程の，どこに社会福祉的援助　（Social　Work　Practice）

が欠如ないし不十分であったのかを冷静にみていかなく

てはならないのである．父親の仕事を理由にしての家庭

への無関心，次々に妊娠しては生んでいく若い母親の心

理（おそらく長女の死というショックは計り知れないも

のがあったろう）．劣悪な住宅事情のなかでの生活など

はすぐに指摘しうるのであるが，それだけでは問題は解

決しないのである．

　ここで，このケースの報告者はどのような位置にいた

のであろうか．医療と（児童）福祉とのかかわりあいに

ついて考えてみようとする本稿においては，とりわけ注

意しなくてはならない点である．それは次の諸点とも関

連してくる．

　後にみるように，医療において中心的な役割を果すの

はいうまでもなく医師である．しかしながら，かつての

ように看護婦その他のスタッフがそれに「従属」してい

た時代ではいまはない．いわゆるパラメディカルを重視

し，包括ないし統合医療を志向するといわれる今日にお

いては，「患老」の治療（第3の医学）5）という目標に向

かって，それぞれの領域が機能的に結びついていなくて

はならない．医師が主要な役割を担うものであるとして

も，それだけではけっして十分ではないことを知るべき

である．このケースにおいて「退院」させることが，

（母との関係において）子どもにとっていかに危険なも

のであったかを医師が知るためには，まず病院のなかに，

この子を隔離するための部屋があるかということが先で

あった．退院するにあたっての通院指示はいわぽ精一杯

のことではなかったか．「結果」でもって医師の責任を

問うことは無理であり，むしろ父親が親として果してい

る役割こそ問われるべきであろう．

　けれども，父親（夫）のパーソナリティを問題にする

だけではやはり十分ではない．生活保持義務（救貧法に

おける生活自助原則に相当するか）のもとでの「家族の

生活」は子どもの数の多少がその収入と支出のバランス

を即座に崩すものである（夫ないし妻の消費癖はここで

は問わない）．まして疾病が失業とならんで貧困に陥入

る主要な原因であることは周知のことである6）．彼は子

どもの入院費用にあたって社会保険を利用することはで

きた．国民皆保険といわれる今日において医療費は本人

はもとより扶養家族のぽあいにも自己負担は比較的少な

くて済むといわれている．しかし，「医療の社会化」は

いわれるほどではない．退院ということの背後に（イ）差額

ベッド代（ロ）付き添い看護料などの経済的要因がなかった

かどうか，問われなくてはならないであろう．

　つぎに母親について考えてみよう．このぽあいも「結

果」だけからみて，彼女のパーソナリティを問うてみて

も意味はないであろう．問題はこのような最悪の事態を

招くに至った過程において児童福祉実践（Child　Welfare

Practice）が応じきれなかったのは何故か．ということ

である．かつて児童（の救貧法的）救済の段階において，

「救貧法は保護を必要とする児童を捜し求めるようなこ

とはしない」7）ということがいわれた．児童福祉の時代と

いわれる今日においても，子の養育の（第一次的）責任

はその親にあり，「親に代って，あるいは親の養育機能

を補充ないし補完する」8）ところの児童保護（Child　Care）

は消極的なものでしかない．このような状況のもとで親

が自発的に社会福祉的援助を求めようとしないかぎり，

子どもはつねに犠牲者とならざるをえない．今日の核家

族はそれなりに日日の生活を営むことは可能であっても，

何か緊急の事態が発生すると，たちまちのうちに解体な

いし崩壊してしまうものであることを知らなくてはなら

ないのである，では，もしも（ということ自体，結果論

にすぎないのであるが）この親が何らかの援助を求めよ

うとしたばあいに，現在の福祉サーヴィスはそのニーズ

に応えることができたであろうか．視点を変えて考えて

いくことにしたい．

医療の性格

　さきに8）生活保護を受給するようになった理由につい

てみた．資本主義経済をとるこの社会においては，（ま

ずありえないことであるが）社会保障制度が十分に行き

届いたものとなったとしても，疾病が貧困をもたらし，

そして貧困状態がつぎの疾病を生みだすという，初期資

本主義＝産業資本主義の頃とほとんど変わっていない．

ただ「福祉国家」を標榜する現在，生活保護を受給する

家庭の形態が「多子低収入型」であったものから「傷病

無収入型」へと変質してきたということであろう9）．

　かつてF・エンゲルスはスラムに沈澱している労働者

階級の生活について次のように述べたのであった，

　もし，労働者の生活している境遇のことを思いだすならば，

また労働者の住宅がどんなに密集しているか，あらゆる片す
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みにどんなにいっぱい人間が詰めこまれているか，病人と健

康な者がどのように同じ一つの部屋，同じ一つの寝床に寝る

か，ということを考えてみるならば，それこそ，この熱病の

ような伝染病がもっと広く蔓延しないことのほうが，むしろ

不思議に思われるであろう．　（中略）

　べつの一系列の病気は，労働者の住宅よりはむしろ労働者

の食物に，その直接の原因をもっている．それ自身すでに消

化の悪い労働者の食物は，小さな子供には，まったくむかな

い．しかし労働者には，自分の子供にもっと適当な食い物を

あたえるための資力も時間もない．そのうえ，子供に火酒ま

たは阿片さえもあたえる習慣が，非常にひろまっている．そ

して，これらすべての事情が原因となって，それとともに肉

体の発達に有害なその他の生活関係も原因となって，いろい

ろさまざまな消化器の病気が生じ，これらの病気はまた，そ

のあとかたを一生涯のこすのである1°｝．（傍点，原文）

　このような状況は「社会的殺人」と呼ぽれてきた，そ

れは公害のなかに生きる今の人間の問題でもあるのだが，

その認識についてエγゲルスが続けて述べているところ

との差異はどれほどであろうか．すなわち「彼らは，こ

の責任がどこにあるか，ということをどうして知ってい

るだろうか一また，たとえそれを知ったとしても，彼

らが，これまでとはちがう生活状態におかれ，ちがう教

育をうけないかぎり，どうしてもっと適当な食事の養生

をすることができようか？」ということである．

（a）医療の社会化

　さきにみたように，資本主義社会の展開過程はまさに

人間（の労働力）を商品化しつつ，利潤（という資本が

求めてやまないもの）を得るための，人間のscrap　and

buildであったといいうる，その基本的な構造は今日の

社会においても変わりはない．ただ長く厳しい労働運動

のなかで，「工場法」の制定・改正による労働者保護，

児童および婦人労働の禁止・制限，労働環境の改善など

が「人間としての権利」という視点から考えられてきた

のであった．その過程において医学が果してきた役割は

どうであったのか．

　たとえぽ明治維新の後，わが国は西洋医学を採用し病

院を設立するとともに医学教育と西洋医術による施療を

おこなっていくのであるが，貧しい病者は「学用」とし

てのみ医療の対象となりえたのであった12）．たしかに医

学の進歩はその時代の人間に対する見方を反映してきて

いる．ヒューマニズムの精神は時に「人体」を用いての

実験になりかねない医学としぽしば緊張した関係にあり，

それは今日の社会においてもなお問題とされているので

ある．

　さて人間はその生涯を通して医療を必要とする存在で

あり，しかもそれは貧富の差などで左右されることがあ

ってはならないのである．すなわち「理念」としての医

療の本来的な有り様は国民の一人一人が全て平等に，そ

の健康と生命が十分に保障されなくてはならないという

ところにあるからである．しかしながら資本主義経済の

もとでの医療の現実はそのような「理念」に対してあま

りにかけ離れたものとなっているのではないか．その端

著は明治7年の「医制」が自由開業医制を採用したこと

であり，必然的に医療が「商品」として一人歩きをはじ

めたところにある．以後の歴史は商品としての医療がそ

ちこちで引き起す矛盾をどうやって取り繕ってきたかと

いうことに尽きるといってよいであろう．

　一つの方向はあった．それを「医療の社会化」と呼ぶ．

しかしそれはいまだ十分に実現していないし，それ自体

にも医療の本来的性格に照らしてみると矛盾があるので

あり13），「理念」を実現するための途はなお険しいとい

わなくてはならない．では医療の本来的性格とはどのよ

うなものであるかをつぎにみておくことにしたい．その

うえで「医療の社会化」が目指すところのものについて

検討してみることにしたいと思う．

　社会保障制度（それは社会保険，公的扶助，社会福祉

という三つの柱から成立っている）の体系を整理してい

くなかで，医療の問題を取りあげながら，そのあるべき

姿を描くと次の4点がさしあたって指摘されるのであ

る14）．

　（1）絶対性一医療は患者が必要とするかぎり，どんな

　　　　　　　ぽあいにも絶対に提供されねぽならない

　　　　　　　ものである．ところが自由開業医制のも

　　　　　　　とで商品となった医療は経済的な制約に

　　　　　　　よって不十分にしか，あるいは全く提供

　　　　　　　されないということが生じてくる．

　（2）完遂性一医療が中断又は放棄されるのは（イ）全快，

　　　　　　　（ロ）廃疾，の死亡の何れかのばあいだけで

　　　　　　　ある．けれども商品化された医療は患者

　　　　　　　がいくら必要としても経済的な理由で中

　　　　　　　断されることが少なくないのである．

　（3）最高平等性一医療は万人にその時点，場所で提供

　　　　　　　しうる最高水準のものでなくてはならな
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　　　　　　い．生活水準によって左右されてはなら

　　　　　　ないこと，それは人間の生命そのものが

　　　　　　対象である医療にとってはいうまでもな

　　　　　　いことなのである．しかし，「採算」を

　　　　　　度外視しての医療をとることが不可能で

　　　　　　あることは周知の事実であり，この点で

　　　　　　も理念と現実との乖離は顕著である．

（4）個別性一医療は個人としての医師と患者との関係

　　　　　　で成り立っている．医療スタッフが多様

　　　　　　化してくることによってその入間関係は

　　　　　　複雑なものとなってくるが，基本的には

　　　　　　患者個々によって診療行為は異なってい

　　　　　　る．けっして「規格化」することは不可

　　　　　　能なのである．

　目指すべき「医療の社会化」とは次のように規定され

る．すなわち「国民のすべてに対し治療給付及び予防給

付を受け得る機会が均等に与えられるよう国家ないし社

会の責任において給付の提供方法について措置を講じて

ゆくこと」である15）．しかしながら，医療の本来的性格

を示すポイントのそれぞれにおいて指摘されたように，

「社会化」そのものが鋭い矛盾を包含していることに注

目しなくてはならない．医療それ自体が固有的にもって

いる「個別性」と医療の社会化が目的とする「規格化」

との矛盾を今までの歴史はどのように調和させようとし

てきたのかをみていかなくてはならない．矛盾の窮極的

な解消は，「医療の商品性の止揚が社会的におこなわれ

たばあいにのみ可能i6）」となるのであろうが，その方向

を探るためにも歴史的な検証が必要となるであろう．

　さて明治7年の「医制」が自由開業医制を採用し，今

日に至っていることについてはすでにみた。それはさら

に医療費不払いの際には公権力が介入し強制的に取立て

ることを打出すことによって開業「医」の立場はきわめ

て強いものとなったのであった．かくして本来，「商品」

ではありえないはずの医療が資本主義的な商品として登

場してきた．しかし需要と供給という関係のもとで，そ

れが「自由」に売買されれば，それはそれなりの意味を

もちえたであろうが，まさに商品たりえない医療なので

あるから，それは供給する側，必要とする側の双方から

つねに批判され続けてきたのであった．それは医療保険

と医療制度との関連がどうなっているかというようにみ

ることができる．それらは元来「車の両輪のごとく，両

者の調和的発展を図ることは医療保障の推進と国民医療

の確保の点から絶対に必要な条件17）」なのであるから．

　敗戦後，新憲法のもとで社会保障制度を充実させよう

としてきたプロセスからみていこう，社会保障を（d）所得

の保障（生活を守る）と，（ロ）医療保障（生命を守る）と

に分けるなかで，後者についてはさらに（i）医療そのも

のを完全に保障していく，（ii）医療費を全面的にか，部

分的にか保障していくという二つが考えられる18）．わが

国のそれが㈲であったことはいうまでもない．しかも医

療制度そのものについては「自由」にしたままでの「国

民皆保険」制度の実施はまさに全国民的な規模でもって

医療の矛盾を噴出させている．一面からのみの「社会化」

がもたらすひずみは，たとえば老人や乳幼児・障害児な

どの医療費の無料化，一部負担の方向などについてすぐ

に批判的な論議がなされるところからも明らかである．

また生活保護法における医療扶助の実態については，法

制度自体の問題もあってきびしい批判がなされている19）．

医療の社会化をそのあるべき方向として措定しながら，

小児医療と児童福祉との関係についてさらにみていくこ

とにしたい．

（b）医療と福祉

　「病気は文明がつくり，また病気は文明をつくってい
　　　　　　　モチ－フ
く．この二つの動機はつねに重なり合って提示され，そ
　　フ－ガ
して追復される2°）」ものである．われわれが今まで個人

的，自然的な現象として考えてきた病気はけっしてそう

ではなく，いわぽ社会的な人為的なものとして考えなく

てはならなくなった．そのことはF・エンゲルスがみた

産業革命の進行する都市のスラムに住む人びとや今日に

おける公害で苦しむ人びとのことを思いおこすまでもな

く妥当する．原因が社会的なものであるとすれば，その

解消や予防にあたってとられるべき方策もまた社会的で

なければならない．ところが病気は貧困と同じく，現象

としては個としての人間に生ずる．そこに貧困を個人の

怠惰の結果であるとみなしてしまうのと同様なやり方で

病気を個人の不養生，不注意の結果であり，したがって

その責任は全て個人にあるとされてしまったのであった．

　それでも医が「仁術」であり，今日でいう「迷信」や

ある種の「宗教的行為」に病気の回復を人びとが祈って

いるうちはよかった．が，貨幣経済の浸透は次第に全て

のものを商品化していく．資本主義社会になって，本来

「商品」たりえない人間（の労働力）までが商品となっ

（26）
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てしまったこと，そして商品化した医療がもたらす矛盾

についてはすでに述べた．すなわち，人びとは彼らが必

要とするとき（すなわち傷病のさい）に，必ずしも十分

に求めることができないのが医療という商品であること

に気がついたのである．ひとの生命を守るという崇高な

る医療は否応なしに「商品」の生産者，供給者とたんな

る消費者，需要者という関係に転化してしまったのであ

る．それは両者にとって不幸な関係としか言いようがな

い．調整を図ることが必要となる．それは誰が，どのよ

うな立場でなすべきなのであろうか．それについて考え

るまえに，医療商品をめぐる両者の，それぞれの問題点

についてみておかなくてはならない21）．

　まず生産者である医師の側ではどうであろうか，それ

はまず医師の労働がもつ特殊性に負っている．通常，資

本主義経済のもとでは人間の労働力が商品として売買さ

れる．ところが医師は労働そのもの，すなわち「サーヴ

ィス」を売るのである．そして，医師が自ら需要を作り

出す（すなわち病気をバラマク，という奇妙な言い方に

なるのだが）のではなくて，注文があって（すなわち患者

が訪れてきて）はじめてなされるサーヴィスなのである．

しかも患者は自らの生命を彼にゆだねるのであり，そこ

には資本主義的な「ものともの＝非人間的」な関係では

なくして，互いの信頼を前提とした人間的な関係がなく

てはならない．このような医師の労働に似たものを求

めるとすれぽ，われわれは中世における「ギルド」を想

定せざるをえない．いわぽ資本主義社会に残存している

職人関係と考えることで，はじめて医師の労働の特殊性

を理解しうるのであり，なされたサーヴィスに対する対

価としての金銭は本来，営利というものではないのであ

る．しかも，ギルドが仲間の権利を守るために，すなわ

ち営業の独占を維持するために鉄の団結を有していたの

と同様に，医療の提供は今日の社会においては医師のみ

にゆだねられているのである．このような供給独占がも

たらした結果はどのようであったか．独占と引き換えに

課せられた義務は果して遂行されているだろうか．いく

つかの点についてみておくことにしたい．第一は独占は

あくまで医療の公共的性格という「理念」を重視しての

それである．けれども商品となった医療は営利原則を無

視しては成り立たない．緊急診療の拒否，無医地区の存

在などはそのことを示している．第二は国民皆保険制度

のもとでの医療商品の価格決定の問題である．現代社会

は人と人との「不信頼」という土台のうえに成立してい

るのではないか，という仮説が見事にあてはまるようで

ある．互いに相手はずるい，だまされているのではない

か，というような関係は物事の尺度が金銭になっている

ことであきらかである．第三は医師（および看護婦その

他パラメディカル）の問題である．およそ専門的職業と

いわれるものほど，それに従事する者のパーソナリテー

のあり様が問われることは少なくなる．問われるのはそ

のもつ専門的な知識や技術だけなのである．しかしなが

ら教育や福祉などの分野では，それに従事するもののパ

ーソナリテーがまず問われる．といって，われわれはそ

れらの仕事が非専門的職業であるとはけっして思ってい

ないP2）．医師養成の今日的課題については多くのところ

で論じられている23）．そこには必ず医師の倫理性につい

て触れられていることを見逃してはならない，

　つぎに消費者である患者の側からみるとどうであるか

を考えてみよう．医療の本来的性格を基準としながら現

実はどうであるかをみると，さしあたり4点ほどが指摘

される24）。第一は購入すべき医療商品の質と量はそれを

専門的に判断する医師の手中にあるということである．

「生命を守る」という本来的性格からすれぽ，それは患

者の支払能力を超えてもなされなけれぽならないはずで

ある．しかし現実はちがう．第二は国民が必要とする時，

必要な場所に医療の提供者（機関）がなけれぽならない

ことである．現状はどうであろうか．第三は医療が独占

的に供給されるものであることから，患者にとってはそ

れが唯一，絶対のものであり「失敗」はげっして許され

ず，患者は医師を絶対に信用しなけれぽならないという

人間関係を認めることである．この条件が現在の医療に

おいて満たされていれば少くとも問題の半分以上は生起

しないはずであるのだが．さいごに，どうしても今の社

会体制から生ずる根本的な問題に触れないわけにはいか

ない．それはこの社会が人間（の労働力あるいは人問そ

のもの）を商品化しているかぎり，不可避である貧富の

差ということである．すでに貧困の原因が社会的なもの

であることをわれわれは知っている．そして経済的な不

平等の存在という現実にあって，われわれは本来的に商

品たりえない医療が「商品」化しているなかで，「所得」

の多少に拘らず全てが必要とする最高水準の医療を求め

る権利があると主張しているのである．医療と福祉とい

う関係が意味しているものは，このように「必要とする

人が，必要とするものを」求めえないような社会状況に

あって，いくらかでも（十分に，といわねばならないの

（27）
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だが）本来的なあるべき姿にもっていくための支えであ

るということなのである．医療に対する福祉が，ではど

のような状況であるのかをつぎに，「子ども」のばあい

を取りあげてみていくことにしたい．

（c）小児医療と児童福祉

　病院が，いわゆる近代的なものとしてその発達を歩み

はじめるのは産業革命が進行中の18世紀後半，イギリス

においてであった．資本主義生産が拡大再生産を経てい

く過程で生みだされる膨大な貧民に対して「当時の医療

技術で比較的簡単に治癒可能な者を，救貧税負担の対象

から除外して働かせるという即物的な生産政策25）」の具

体的な場が病院であった．

　19世紀半ば，帝国主義段階における各国の支配者の意

図はいうまでもなくすぐれた労働力と兵力を得ることで

あった．それまでの児童救済にかわって児童（が将来に

おいて役立つとみなされた限りでの）保護の時代となっ

たのである．次のような指摘は基本的に正しいものであ

ろう．

　「明治政府の児童問題に対する姿勢は，簡単にいえば，

堕胎，間引きの禁止によって，まず人口をふやし，その

なかから使いものになるものを選んで，軍隊に，あるい

は工場に送りこむというやり方であった．（中略）

　児童は，国家目的にとっての手段であり。富国強兵・

殖産興業政策の道具であった。」26）

　さきに本来的な意味での医療がなされるように，何ん

らかの「支え」としての役割を果すのが福祉であるとい

うことをいった．ところが，帝国主義段階においては医

療自体が支配者の意図に従属するものであった．それを

「貧民収容所的な病院」の性格が支配していた時期とい

うことができる．そういう病院が（たとえ経済的負担が

可能であった者だけに限定していたとしても）「病気を

治療する場所」に変っていくには「必要集団を対象とす

る軍隊医学・軍病院で展開された技術を媒介」とするこ

とが必要だったのである27）．

　しかし病院の近代化がそのまま医療の社会化の実現と

いうことを意味したのではなかった．たしかに近代的な

病院の出現は多くの点で医療問題を解決するものであっ

た．国民はより身近なものとして医療に接することがで

きるようになった，しかし医療商品を購入することが，

いろいろな意味で困難になったことも事実である。しか

しさきにも述べたように「生命」を守るためには絶対に

購入されねばならない，かくして「福祉」がかっての救

貧や保護とは異った形で登場してくる．端著が1942年の

「ベヴァリッチ報告」でありfrom　Cradle　to　Grave（揺

藍から墓場まで）の実現ということが目指されることに

なった．

　ところで「子ども」にとっての医療の問題はどうであ

ったのか．次のような指摘から考えていくことにしよう．

「児童のばあい，救貧医療に到達する間に家族が介在す

ることが大きな特殊問題を形成する．児童の罹病は一家

の働き手のぼあいとちがって直接には貧困に結びつかず，

それが家族の生活難として一定の限界に達したとき始め

て救貧医療の対象となる」のであるが，　「それでも家族

が公的扶助に頼ることを潔しとせず生活の破綻を回避し

ようとして児童を犠牲にする」ことになってしまうので

ある？8）．

　敗戦後の児童福祉法の成立はそのような恥辱としての

公的扶助から家族を解放したであろうか．法が意図して

いるのは次のようである．すなわち「児童をその家庭に

おいたままその生活を保障する所謂生活扶助は，生活保

護法においてなされ」29）るのであり，家族がそれを受け

入れないかぎり子どもが犠牲にされざるをえない状況は

変わらないのである。

　それでは児童福祉法のもとで，「子ども」への医療は

はたして本来的なものとなっているであろうか．「医療

の代替物としての福祉」3°）ということがいわれる．それ

はけっして子どものばあいのみに限らないのであるが，

医療と福祉が相互補完的な立場にたって意味をもちうる

のは，対象である患者にとって医療技術が有用性を発揮

するときのみなのである．そうでないとき（すなわち患

者である児童に対して医療があまり役立たないとき）に

は福祉の措置は名目上は「子ども」に対してであっても，

実質的には彼を包含しているが故に生ずる家族の生活上

の困難（貧困など）を救済するだけのものでしかなくな

ってしまうのである．

　いままでの叙述において医療問題のなかでもっとも大

きなウエイトを占めるのが医療商品の購入にさいしての

負担能力であることが理解されよう．ただし医療制度と

医療保険のそれぞれが有している問題をみずに，両者の

関係をたんなる「医療費」のみの問題に媛小化してしま

ってはならないであろう．その点に留意したうえで支払

能力について論じようとすれば，国民皆保険の時代とい

われる今日，「健康保険」の問題を避けることはできな

（28）
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い．「日本の赤ん坊は，生まれるとき『うぶこえ』をあ

げることが保障されていない3D」ような，そして，たん

に「労働力の短期的修復を目的としたものであり，しか

もそれをなるべく安価に達成せんとする32）」だけの健康

保険制度であってはならないことを知らなくてはならな

い．さきにも述べたように医療費の無料化がそのまま福

祉であるような理解がされがちである・しかしそれが（1）

医療制度の抜本的な変革（すなわち自由開業医制の止揚）

がなけれぽ公費の膨張を招くことは必然であるし，（2）そ

れにもまして支払能力の有無が今の社会にある低賃金に

その原因を有することをそのままにしておいての，たん

なる医療保護だけの意味しかもちえない33）ことを知らな

くてはならないのである．

　さきに児童保護の段階についで児童福祉法の成立およ

びその内実についてみておいた．児童福祉の今日的意義

はげっしてそれだけにとどまるものではないはずである・

時代の変化に応じてどのような問題にどう対応してきた

のかをみなくてはならない．

　「高い経済成長率を示しつつある国国の児童は，いま

や危機的段階におかれている34）」という書き出しでショ

ックを与えた「児童福祉白書」が出されたのは1963（昭

和38）年であった．そこで特徴的に取りあげられていた

問題は（1）人工妊娠中絶，（2）サリドマイド製剤によるアザ

ラシ肢症であった．前者は住宅その他経済的条件が原因

であるものを性意識の変化や家庭生活の変化というよう

な上部構造のみの，いわぽ現象的にアピールしてしまい・

そうな論点に置き換えられて今日に至っている．後者の

問題は「森永ミルク中毒事件35）」の余波が冷めやらぬ状

況のなかで，後に生起する各種の薬害，食品公害などの

先駆けをなすものであった．

　オイル・ショック以後，国際通貨危機・不安のなかで

低成長経済を余儀なくされたなかで，51年版「白書」は

そのサブタイトルを「婦人と社会保障」とし，折からの

国際婦人年に対応させた・母子保健および小児医療にっ

いてどのようなことが重点施策として指摘されているか

をみておくことにしたい．項目別に並べてみると次のよ

うである36）．

　（1）健康診査　（2）保健指導　（3）母子栄養強化事業

　（4）医療対策……（ア）未熟児養育医療　（イ）育成医療　（ウ）療

　育の給付　（＝）小児慢性特定疾患医療　（5）母子保健思想

　の普及　（6）心身障害研究の推進

　このうち（1）の中心をなすのが三歳児検診である．障害

児について早期発見・早期治療（教育）ということがい

われるようになって久しく，それが早期の「選別」をも

たらすことがなけれぽ何も問題はなかろう．（2）および（3）

（5）についてはより充実させることである．問うべきは（4）

と（6）ということになる．この目的は「児童の疾病障害を

治療するだけでなく，心身障害の発生防止，児童の健全

な育成を図る」ことにある．

　まず（4）からみていこう．このうち（i）の問題はわざわざ

「難病」と呼ぼれ，原因が不明，従って治療の方針が立

たず，入院などの費用が負担となって家族を恐怖の淵に

追い詰めてしまうものである．ある父親は書いている．

　今度の入院で，初めて慢性肉芽腫症という病名を聞かされ

た。二歳のときの溶血性連鎖球菌感染症にしても，さまざま

な化膿症にしても，今までのカルテを総合的に見れば，すべて

は免疫不全症候群によるものと理解されるはずであろうに…．

　医療の機能化の発展はすばらしいと思うが，医師の情熱や，

判断力といったものの貧弱さを痛感する。

　このままでは，延命策を図るための間に合わせというだけ

で，死を待つよりほかに道はない．免疫機構の欠陥を改善す

るには，もっとちがった角度から考える必要があるのではな

いか一．　（中略）

　今月も20万円の赤字となった．ベッドの差額代，検査料，

交通費，その他雑費で，丈太郎の発病以来，すでに300万円

が消えた．　（中略）

　夫婦の老後の生活費と，丈太郎の養育費として必死に蓄え

た財は，日に日に減っていく．

　完全治癒は考えられないといわれている丈太郎の身体も心

配だが，経済の面での不安は今後つのるばかりである．

　病院内の医療相談室で，県の補助により，健康保険の負担

分だけを免除してくれるようにまで，話はとりつけたが，そ

れも微々たるもの，毎月10万，20万の赤字財政には変わりは

ない37｝．

　自分には無関係だと思っていた「医療と福祉」の問題

がまさに，ある日突然に飛び込んでくるのが現代である

といえよう．そのショックに対して安易な解決法を選ば

ず，苦しむ子どもとともに頑張ってきた親や市民にょっ

て，戦後の児童保健問題は少しずつ前進してきたのであ

った38）．

　（6）の問題について考えてみよう．この年の大型プロジ

ェクトチームによるひとつのテーマは「心身障害の発生

予防」に関するものであった．

　心身に何らかの障害をもつ子どもをもつ親やその家族

（29）
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にとってはその「教育」や職業についての不安もさるこ

とながら，まず「医療」に対しての期待や裏切られたと

きの不信感がその後の生活に大きな影響を与える．それ

は障害を負った子どもがその障害のままでなお人間らし

く生きていきたい，という最小限のニーズを満たしえな

い今の社会に対する家族の抗議であり，挑戦であると思

われる39）．

　ここで，「第五の医学」が問われることになる．それ

は提唱老にとっての苦しみであるぽかりでなく，障害児

をかかえている親や家族，そしてこれから親になる人び

とにとっての苦しみとなるものであり，不可避の事柄な

のである。けれども，「それは重症児の発達をまったく

認めないぽかりでなく，施設と両親が耐えがたくなった

ときには生命をもあきらめるという『死への医学』を意

味する40）」ことを，われわれは重い心で受け取めなくて

はならないのである．それは羊水診断という，「うぶこ

え」をあげるに至らない子どもの生をも奪いかねない技

術を肯定し，障害児（者）は社会の負担になるとして，

今を生きて在る人びとの生すら否定しかねない考えに容

易に到るのである．

おわりに

　児童福祉をどう考えるか，という本稿において「医療」

をめぐってのそれはどうしても，その商品性を問わなく

てはならないし，そのために子どもにとっての医療につ

いて考える部分が簡略になってしまったことは否めない．

たしかに児童福祉サーヴィスのウエイトが物質的，経済

的なもの（現物給付）よりも，他の側面にかかってきて

いることは認められる．としても，「医療」に関してい

うならばたとえ表面的には「安定」しているようにみえ

る家族も基盤である経済的側面が危機にさらされるなら

ぽ，その監（看）護能力は無に等しいものになってしま

うのである．現代社会そしてそのなかにある家族とはそ

のようなものでしかないのではないかという感が深まる

のである．「自分たちで生命を守った村“）」は狭い部落

のなかでの政治的対立をのりこえて（たとえ村長のカリ

スマ性を認めたとしても）とにかく「乳児死亡率ゼロ」

を達成したのであった．

　そこでは今まで述べてきた医療制度と医療保険との複

雑な絡み合いを，とにかく「誰にも反対できない，絶対

的なる目標一生命を守る」ということを掲げることで，

ひとつの解決をみいだしていたのであった．

　現在，医療商品をめぐっての提供側と需要側との対立

はますます激しいものとなってきている．その間にあっ

て多くの国民はとにかく必要な時に，必要な場所で，最

高水準の医療を，その支払能力に拘らずに受けたいと望

んでいるのである．調整の役割は国家÷政府，（を支持

した国民なのであるが）が負わなくてはならないのであ

るが，双方の利害は対立して妥協点を見出せないでいる．

資本主義社会であるかぎり，「見えざる手」を待つしか

ないのであろうか．
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